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戦
国
非
情
第
三
部 

 

結
城
秀
康
の
末
裔 

 

 

結
城

ゆ

う

き

秀ひ
で

康や
す

は
六
男
二
女
の
子
を
も
う
け
た
。
そ
の
う
ち
長
女
、
四
男
が
早
世
し
て
い
る
。
長

男
忠た

だ

直な
お

（北
ノ
庄
藩
二
代
藩
主
）、
次
男
忠た

だ

昌ま
さ

（北
ノ
庄
藩
四
代
藩
主
。
福
居
藩
。
）、
次
女
喜き

佐さ

姫ひ
め

（長
州
藩
初
代
藩
主

・
毛
利
秀
就

ひ
で
な
り

正
室
）、
三
男
直な

お

政ま
さ

（越
前
大
野
藩
初
代
藩
主
）、
四
男
吉

松

（早
世
）
、
五
男
直
基

な
お
も
と

（越
前
勝
山
藩
初
代
藩
主
）
、
六
男
直
良

な
お
よ
し

（越
前
木
本

こ
の
も
と

藩
初
代
藩
主
）

で
あ
る
。
後
に
直
政
、
直
基
、
直
良
は
移
封
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
政
系
越
前
松
平
氏
、
直
基

系
越
前
松
平
氏
、
直
良
系
越
前
松
平
氏
と
し
て
明
治
維
新
ま
で
大
名
と
し
て
存
続
し
た
。
そ
の

系
譜
を
紹
介
し
た
い
。
（徳
川
諸
家
系
譜
よ
り
） 

※ 
 

忠
直
の
配
流
処
分
の
後
、
家
督
は
忠
直
嫡
男

・
光み

つ

長な
が

に
譲
ら
れ
た
の
だ
が
、
光
長
は
幼

少
に
つ
き
北
ノ
庄
藩
藩
主
に
就
か
ず
、
越
後
高
田
藩
に
移
封
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ

の
場
合
三
代
藩
主
は
忠
昌
、
そ
れ
以
降

一
代
ず
つ
繰
り
上
げ
と
な
る
の
だ
が
、
福
井
県
史

で
は
光
長
を
三
代
藩
主
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
福
井
県
史
に
従
い
た
い
。 

※ 
 

忠
昌

・
・
最
初
は
上
総
姉
ヶ
崎
藩

（千
葉
県
市
原
市
姉
ヶ
崎
）

一
万
石
の
藩
主
。
次
に

常
陸
下
妻
藩

（茨
城
県
下
妻
市
）
三
万
石
。
以
下
、
信
濃
松
代
藩

（長
野
県
松
代
市
）
十

二
万
石
、
越
後
高
田
藩

（新
潟
県
上
越
市
）
二
十
五
万
九
千
石
。
最
後
は
越
前
北
ノ
庄
藩

五
十
二
万
五
千
二
百
八
十
石
藩
主
。 

 一 

北
ノ
庄
藩

（福
居
藩 

福
井
藩
）
の
系
譜 

 

「戦
国
非
情 

結
城
氏

・
多
賀
谷
氏
伝 

第
二
部
」
で
記
述
し
た
の
だ
が
、
二
代
藩
主
忠
直

が
豊
後
に
配
流
処
分
と
な
っ
た
後
、
北
ノ
庄
藩
は
解
体
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
北
ノ
庄
藩
六
十
八

万
石
は
丸
岡
藩
四
万
六
千
石

（藩
主
本
多
成
重
）、
大
野
藩
五
万
石

（藩
主
松
平
直
政
）、
勝
山

藩
三
万
石

（藩
主
松
平
直
基
）、
木
本
藩
二
万
五
千
石

（藩
主
松
平
直
良
）、
合
わ
せ
て
十
五
万

千
石
が
譲
ら
れ
、
さ
ら
に
敦
賀
郡
が
幕
府
に
召
し
上
げ
ら
れ
て
五
十
万
五
千
二
百
八
十
石
に
減

封
さ
れ
た
う
え
で
忠
昌
に
引
き
継
が
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

忠
昌
は
北
ノ
庄
藩
を
福
居
藩
に
改
称
し
、
無
難
に
藩
政
を
こ
な
し
た
。
大
野
藩
主
の
直
政
は

信
濃
松
本
藩

（七
万
石
）

へ
移
封
さ
れ
、
大
野
藩
に
は
勝
山
藩
主
の
直
基
が
入
っ
た
。
勝
山
藩

に
は
木
本
藩
主
の
直
良
が
入
っ
た
。
木
本
藩
の
う
ち
二
万
石
が
返
還
さ
れ
福
居
藩
は
五
十
二
万

五
千
二
百
八
十
石
と
な
っ
た
。 
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※ 

福
居
藩
が
福
井
藩
に
改
称
さ
れ
た
の
は
八
代
藩
主
松
平
吉
品

よ
し
の
り

の
時
代
。 

忠
昌
は
正
保

し
ょ
う
ほ
う

二
年
八
月

一
日
（
一
六
四
五
年
九
月
二
十
日
）
に
死
去
し
た
。
享
年
四
十
九
歳
。

忠
昌
の
治
世
は
十
八
年
に
及
ん
だ
の
だ
が
、
北
ノ
庄
藩
～
福
居
藩
～
福
井
藩
で
最
も
安
定
し
て

い
た
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

四
代
当
主
は
嫡
男
光
通

み

つ
み
ち

が
継
い
だ
。
忠
昌
に
は
長
男
、
昌

ま
さ

勝か

つ

が
い
た
。
昌
勝
は
光
通
よ
り
二

ヶ
月
早
く
生
ま
れ
た
が
母
は
側
室
で
、
次
男
で
は
あ
る
が
正
室
の
子
光
通
が
当
主
の
座
に
就
い

た
の
で
あ
る
。
昌
勝
に
は
忠
昌
の
遺
言
に
よ
り
五
万
石
を
分
与
し
て
松
岡
藩
を
興
さ
せ
た
。
五

男
の
庶
子
昌

ま
さ

親ち
か

（三
男
、
四
男
は
早
世

そ
う
せ

い

）
に
は
二
万
五
千
石
を
分
与
し
吉
江
藩

（鯖
江
市
吉
江

町
）
を
興
さ
せ
た
。
福
居
藩
は
四
十
五
万
二
百
八
十
石
と
な
っ
た
。 

※
近
松
門
左
衛
門

（杉
森
信
盛
。

一
六
五
三
～

一
七
二
五
）
の
父

・
杉
森
信
義
は
昌
親
が
吉
江

藩
主
の
と
き
、
近
臣
と
し
て
仕
え
た
。
信
義
が
昌
親
の
も
と
を
辞
し
た
の
は
寛
文
四
年

（
一
六

四
四
）
で
、
信
盛
十

一
歳
の
と
き
で
あ
る
。 

 

光
通
の
正
室
は
越
後
高
田
藩
の
藩
主
松
平
光
長

（忠
直
嫡
男
）
の
娘
、
国
姫
で
あ
る
。
二
代

将
軍
秀
忠
の
娘
、
天

て
ん

崇
院

す
う

い
ん

（勝
姫

・
・
忠
直
の
正
室
。
光
長
の
生
母
）
の
孫
に
な
る
。
光
長
も

天
崇
院
も
我
が
血
筋
か
ら
福
居
藩
藩
主
を
出
し
た
い
と
の
強
い
執
着
が
あ
っ
た
。
国
姫
を
半
ば

強
引
に
光
通
に
押
し
付
け
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
で
も
光
通
と
国
姫
の
間
に
は
二
人
の
女
児
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
光
長
や
天
崇
院
が
望
む

男
子
は
誕
生
し
な
か
っ
た
。
光
長
は
側
室
と
の
間
に
男
子

・
権
蔵

ご
ん
ぞ
う

（後
の
直

な
お

堅か
た

。

一
六
五
六
～

一
六
九
七
）
を
も
う
け
た
の
だ
が
、
光
長
も
天
崇
院
も
後
継
と
は
認
め
ず
、
あ
く
ま
で
も
国
姫

と
の
間
に
生
ま
れ
た
男
子
を
後
継
に
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
だ
が
国
姫
は
懐
妊
せ
ず
、
三
十
五

歳
の
と
き
、
周
囲
の
期
待
に
耐
え
か
ね
て
自
害
し
た
。 

本
来
な
ら
後
継
は
権
蔵
に
な
る
の
だ
が
、
光
長
と
天
崇
院
は
国
姫
の
死
は
彼
の
存
在
に
あ
る
と

憎
ん
だ
。
身
の
危
険
を
感
じ
た
権
蔵
は
福
居
を
出
奔
し
、
叔
父
で
あ
る
大
野
藩
主
、
松
平
直
良

の
も
と
に
逃
れ
た
。 

 

藩
内
は
後
継
を
巡
り
、
光
通
の
庶
子
、
権
蔵
を
推
挙
す
る
家
臣
、
庶
子
で
は
あ
る
が
光
通
の

兄
の
昌
勝

（松
岡
藩
主
）
、
同
じ
く
庶
子
の
弟
、
昌
親

（吉
江
藩
主
）
を
推
挙
す
る
家
臣
が
対
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立
し
、
騒
動
に
発
展
し
た
。
妻
の
自
害
、
藩
内
の
内
紛
は
教
養
人
で
は
あ
っ
た
が
、
ひ
弱
な
光

通
を
追
い
詰
め
た
。
光
通
は
精
神
の
安
定
を
欠
き
、
床
に
伏
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
姫
の
死

か
ら
三
年
後
の
延
宝

え
ん
ぽ
う

二
年
三
月
二
十
四
日

（
一
六
七
四
年
四
月
二
十
九
日
）
、
後
継
を
異
母
弟

の
昌
親
に
指
名
し
て
自
刃
し
た
。
享
年
三
十
九
歳
。 

 

兄
の
昌
勝
が
露
骨
に
後
継
の
座
に
就
く
こ
と
を
求
め
、
藩
論
も
昌
勝
派
が
大
勢
を
占
め
、
昌

勝
擁
立
を
光
通
に
迫
っ
た
た
め
、
反
発
し
た
光
通
が
昌
親
を
指
名
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
福

居
藩
は
吉
江
藩
を
併
合
し
て
四
十
七
万
五
千
二
百
八
十
石
と
な
っ
た
。 

 

昌
親
が
福
居
藩
主
と
な
っ
た
翌
年
の
延
宝
三
年
は
飢
饉
と
な
っ
た
。
前
年
の
六
月
十

一
日

（
一
六
七
四
年
七
月
十
四
日
）
に
雹

ひ
ょ
う

が
降
る
な
ど
の
異
常
気
象
が
大
凶
作
の
原
因
と
な
っ
た
。 

「延
宝
三
年
卯う 

天
下
飢
饉 

別
シ
テ
越
前
人
多
死 

掘
穴
埋
死
人
」 

（延
宝
三
年
卯
年

・
・
一
六
七
五
年

・
・ 

全
国
的
に
飢
饉
発
生 

特
に
越
前
の
領
民
餓
死
す

る
者
多
し 

穴
を
掘
り
死
人
を
埋
め
た
）
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。 

就
任
早
々
、
昌
親
は
困
難
に
直
面
し
た
。
加
え
て
長
兄
の
昌
勝
を
斥
け
て
末
弟
の
昌
親
が
家
督

相
続
し
た
こ
と
に
藩
内
、
と
り
わ
け
昌
勝
派
か
ら
反
発
の
声
が
続
出
し
た
。
延
宝
四
年
七
月
二

十

一
日

（
一
六
七
六
年
八
月
三
十
日
）、
昌
親
は
隠
居
し
た
。
在
任
二
年
余
で
あ
っ
た
。 

 

後
継
は
長
兄
、
昌
勝
の
嫡
男

・
綱つ

な

昌
ま
さ

で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
福
居
藩
は
落
ち
着
い
た
と
思
わ
れ

た
の
だ
が
、
綱
昌
に
は
元
々
藩
主
と
し
て
の
資
質
は
な
か
っ
た
。
長
ず
る
に
及
ん
で
も
藩
政
に

対
応
で
き
る
能
力
に
欠
け
、
立
ち
居
振
る
舞
い
に
も
資
質
を
疑
わ
せ
た
。
最
初
は
昌
勝
派
の
重

臣
た
ち
が
取
り
繕
っ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
等
も
綱
昌
の
資
質
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

藩
内
で
は
前
藩
主
の
昌
親
派
の
巻
き
返
し
が
始
ま
っ
た
。
綱
昌

へ
の
非
難
が
始
ま
る
と
、
彼
は

苛
立
ち
、
立
腹
の
あ
ま
り
家
臣
を
手
打
ち
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
綱
昌
の
機
嫌
を

損
じ
る
こ
と
を
恐
れ
た
家
臣
は
藩
政

へ
の
意
見
具
申
ど
こ
ろ
か
、
近
づ
く
こ
と
さ
え
避
け
た
。 

 

延
宝
八
年
八
月
六
日

（
一
六
八
〇
年
八
月
二
十
九
日
）
、
台
風
が
日
本
を
直
撃
し
た
。
強
風

と
豪
雨
に
よ
っ
て
作
物
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
凶
作
は
全
国
に
及
ん
だ
。
翌
年
の
天
和

て

ん

な

元
年

（
一
六
八

一
年
）
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
大
旱

た

い
か
ん

（大
ひ
で
り
）
の
被
害
に
加
え

て
、
七
月
二
十
八
日

（九
月
十
日
）
の
台
風
で
稲
は
こ
と
ご
と
く
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
凶
作
と
な
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っ
た
。
二
年
続
き
の
凶
作
に
米
の
値
段
は
高
騰
し
、
民
衆
は
困
窮
し
、
乞
食
、
飢
死
者
が
で
た
。

各
藩
で
は
（貧
民
に
米
を
施
す
）
施
米

せ

ま

い

な
ど
の
対
策
を
と
っ
た
が
、
福
居
藩
で
は
対
応
が
遅
れ
、

大
量
の
飢
死
者
を
出
し
た
。
餓
死
者
は
町
に
あ
ふ
れ
疫
病
も
蔓
延
し
た
。
藩
の
財
政
も
飢
饉
に

よ
り
悪
化
し
た
。
延
宝
三
年

（五
年
前
）
の
教
訓
が
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「御
国
大
ニ
飢
饉
ス 

餓
死
人
道
橋
ヲ
塞
ギ 

死
骸
平
岡
山
石
ヶ
谷
ニ
埋
」 

「当
年
大
飢
饉
ニ
付
収
納
相
滞
」 

 
 
 
 

片
聾
記

へ
ん

ろ

う

き

よ
り 

（福
居
藩
に
大
飢
饉
発
生
す
る
。
餓
死
者
は
道
、
橋
に
あ
ふ
れ
、
死
骸
は
平
岡
山
石
ヶ
谷
に
埋

め
ら
れ
た
。
当
年
は
大
飢
饉
に
よ
り
年
貢
の
徴
収
は
滞
っ
た
） 

 
 

福
井
藩
士
伊
藤
作
右
衛
門
が
著
し
た
片
聾
記

（福
井
藩
歴
史
書
）
に
当
時
の
事
が
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

綱
昌
の
治
世
能
力
の
欠
如
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
非
難
の
声
が
高
ま
る
と
彼
は
精
神
の
異
常

を
き
た
し
た
。
理
由
も
な
く
家
臣
を
殺
害
し
、
そ
れ
は
側
近
に
ま
で
及
ん
だ
。
藩
内
だ
け
で
は

な
く
、
公
の
席
で
も
奇
行
が
目
に
付
い
た
。
大
名
在
府

（江
戸
詰
）
の
折
に
は
江
戸
城
登
城
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
怠
れ
ば
幕
府
か
ら
叱
責
さ
れ
、
重
な
れ
ば
改
易
の
口
実
を
与
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
綱
昌
は
怠
っ
た
。 

怠
っ
た
と
い
う
よ
り
、
人
前
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
綱
昌
の

病
状
は
深
刻
だ
っ
た
。
や
む
を
得
ず
前
藩
主
の
昌
親
が
代
行
し
た
の
だ
が
、
す
で
に
綱
昌
の
奇

行
、
乱
行
は
幕
閣
に
も
知
れ
渡
っ
て
お
り
、
幕
府
は

「綱
昌
は
狂
気
」
と
断
じ
、
藩
主
の
座
を

剥
奪
し
蟄
居
を
申
し
渡
し
た
。 

 

福
居
藩
に
対
し
て
は
、
御
家
門

（松
平
家
）
筆
頭
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
、
廃
絶
に

は
し
な
か
っ
た
。
処
分
は
前
藩
主

・
昌
親
の
復
帰
を
許
し
た
う
え
で
四
十
七
万
五
千
二
百
八
十

石
を
い
っ
た
ん
召
し
上
げ
、
改
め
て
二
十
五
万
石
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
貞

じ
ょ
う

享
き
ょ
う

三
年

（
一
六

八
六
年
）
三
月
の
こ
と
で
世
に

「貞
享
の
半
知

は

ん

ち

」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。 

昌
親
は
福
居
藩
主
に
復
帰
し
、
名
前
を
吉
品

よ
し
の
り

と
改
め
た
。
吉
品
は
福
居
を
福
井
と
改
称
し
た
。

こ
の
事
件
に
よ
り
福
井
藩
の
格
式
は
格
段
に
落
と
さ
れ
た
。
従
来
幕
府
か
ら
の
文
書
の
宛
名
は

「越
前
少
将
」
で
あ
っ
た
が

「越
前
侍
従

じ
じ
ゅ
う

」
と
格
下
げ
さ
れ
、
江
戸
城
の
詰
間

づ
め

の
ま

（将
軍
に
拝
謁

す
る
際
の
控
席
）
は
御
三
家
と
同
じ
く
最
上
席
の
大
廊
下
で
あ
っ
た
の
が
、
外
様
の
大
大
名
と
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同
じ
大
広
間
に
移
さ
れ
た
。 

 

知
行
半
減
は
当
然
な
が
ら
藩
財
政
の
破
綻
を
招
い
た
。
吉
品
は
財
政
再
建
の
た
め
に
家
臣
の

削
減
、
俸
禄
の
半
減
を
実
施
し
た
。
ま
た
特
産
品
の
越
前
和
紙
を
藩
の
専
売
に
す
る
な
ど
、
産

業
振
興
に
も
力
を
注
い
だ
が
、
吉
品
の
治
世
の
間
、
凶
作
が
続
い
た
こ
と
も
あ
り
、
慢
性
的
な

財
源
不
足
に
陥
っ
て
、
御
用
金
に
よ
る
調
達
、
藩
札
の
増
刷
は
恒
常
化
し
て
い
っ
た
。 

 

吉
品
は
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
年
）
に
隠
居
し
た
。
彼
に
は
嗣
子

し

し

は
な
く
、
異
母
兄

・
昌
勝

（綱
昌
の
父
）
の
六
男
昌
邦

ま
さ
く
に

を
養
子
に
迎
え
後
継
ぎ
と
し
た
。
昌
邦
は
後
に
吉
邦

よ
し
く
に

と
名
を
改
め

た
。
吉
品
は
家
督
を
譲
っ
た
翌
年
死
去
し
た
。
享
年
七
十
二
歳
。 

吉
邦
は
兄
綱
昌
と
異
な
り
名
君
で
あ
っ
た
。
吉
品
が
道
半
ば
で
あ
っ
た
財
政
再
建
を
果
た
し
、

善
政
を
敷
い
て
領
民
か
ら
慕
わ
れ
た
と
い
う
。
享
保

き
ょ
う
ほ
う

六
年

（
一
七
二
一
年
）
死
去
。
享
年
四
十

一
歳
。
吉
邦
に
も
嗣
子
は
な
く
、
兄
の
宗む

ね

昌
ま
さ

（昌
勝
三
男
）
が
福
井
藩
主
と
な
っ
た
。
宗
昌
は

松
岡
藩

（五
万
石
）
の
藩
主
で
あ
っ
た
め
、
福
井
藩
は
松
岡
藩
を
併
合
し
三
十
万
石
と
な
っ
た
。 

※
宗
昌
に
も
嗣
子
と
な
る
男
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
白
河
新
田
藩
主
松
平
知

ち
か

清
き
よ

（後
述
）
の

二
男

・
宗
矩

む
ね

の
り

を
養
子
と
し
て
十

一
代
当
主
と
し
た
。
松
平
知
清
は
結
城
秀
康
の
五
男

・
松
平
直

基

（結
城
直
基
）
の
孫
。
父
は
直
矩
。 

※
宗
矩
に
も
実
子
が
お
ら
ず
、

一
橋
徳
川
家
当
主
の
徳
川
宗
尹

む
ね
た
だ

の
長
男
重
昌

し
げ
ま
さ

を
養
子
に
迎
え
た
。

代
々
続
い
て
い
た
結
城
秀
康
血
脈
の
福
井
藩
主
は
宗
矩
の
代
で
途
絶
え
た
。 

※
宗
昌
の
四
代
後
、
十
四
代
藩
主
、
治は

る

好
よ
し

の
代
に
二
万
石
加
増
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
越
前
松
平

藩
は
三
十
二
万
石
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
。 

 

尚
、
光
通
の
実
子
な
が
ら
継
承
を
放
棄
し
出
奔
し
た
権
蔵

（後
の
松
平
直
堅
。
前
述
）
は
元

禄
十
年

（
一
六
九
七
年
）
死
去
し
た
。
享
年
四
十
二
歳
。
嫡
男
直

な
お

知
と
も

は
二
十

一
歳
で
夭
折
。
直

知
に
実
子
が
い
な
い
た
め
松
平
直
之

な
お
ゆ
き

を
直
知
の
養
子
と
し
た
。
直
之
の
祖
母
は
松
平
直
良

（権



- 39 - 

 

蔵
が
頼
っ
た
叔
父
。
結
城
秀
康
の
六
男
）
の
娘
了

り
ょ
う

達
院

た
ち

い
ん

。
祖
父
は
松
平
直
政

（結
城
秀
康
の
三

男
）
の
次
男
松
平
近

ち
か

栄よ
し

（後
述
）
で
あ
る
。
直
之
は
後
に
越
前
松
平
系
糸
魚
川
藩

（
一
万
石
）

の
初
代
藩
主
と
な
っ
た
。
幕
末
に
至
り
、
末
裔
の
松
平
直

な
お

廉き
よ

（糸
魚
川
七
代
藩
主
）
は
松
平
慶よ

し

永
な
が

（春
嶽
）
の
養
子
と
な
り
、
名
を
茂

も
ち

昭
あ
き

と
改
め
、
十
八
代
藩
主
と
な
っ
た
。
福
居
藩
を
出
奔

し
た
権
蔵

（直
堅
）
の
家
系
が
福
井
藩
最
後
の
藩
主
と
し
て
登
場
し
た
。
歴
史
の
因
縁
で
あ
る
。

（別
項 

糸
魚
川
松
平
氏
の
系
譜
で
記
述
） 

 
 

福
井
藩
の
系
譜 

一 

結
城
秀
康 

徳
川
家
康
の
次
男 

就
任 

慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
二
十
七
歳 

享
年
三

十
四
歳

（
一
五
七
四
～

一
六
〇
七
）
北
ノ
庄
藩
六
十
八
万
石
。 

 

二 

松
平
忠
直 

結
城
秀
康
の
長
男 

就
任 

慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
十
三
歳 

享
年
五

十
六
歳

（
一
五
九
五
～

一
六
五
〇
） 

 

三 

松
平
光
長 

松
平
忠
直
の
長
男 

 

就
任 

元
和

げ

ん

な

九
年

（
一
六
二
三
） 

九
歳 
享
年
九

十
三
歳

（
一
六

一
六
～

一
七
〇
七
） 

※
松
平
光
長
は
越
後
高
田
藩
に
移
封
。
越
後
高
田
藩
に
つ
い
て
は
別
項
で
記
述
。 

 

四 

松
平
忠
昌 

結
城
秀
康
の
次
男 

就
任 

寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）
二
十
八
歳 

享
年
四

十
九
歳

（
一
五
九
八
～

一
六
四
五
）
北
ノ
庄
改
め
福
居
藩
五
十
二
万
五
千
二
百
八
十
石
。 

五 
 

松
平
光
通 

松
平
忠
昌
の
次
男 

 

就
任 

正
保

し
ょ
う
ほ
う

二
年

（
一
六
四
五
）
十
歳 

享
年
三

十
九
歳

（
一
六
三
六
～

一
六
七
四
）
福
居
藩
四
十
五
万
二
百
八
十
石
に
な
る
。 

 

六 

松
平
昌
親 

松
平
忠
昌
の
五
男 

就
任
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
三
十
五
歳 

享
年
七
十

二
歳

（
一
六
四
〇
～

一
七

一
一
） 

※
光
通
は
次
男
だ
が
正
室
の
子
で
あ
り
、
長
男
だ
が
庶
子
の
昌
勝
を
斥
け
光
通
が
忠
昌
の
後
継

と
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
か
ら
光
通
と
昌
勝
の
間
に
確
執
が
あ
り
、
死
に
あ
た
っ
て

（自
刃
）
弟

の
昌
親

（庶
子
）
を
後
継
に
指
名
し
た
。
し
か
し
、
昌
勝
派
の
反
発
が
強
く
、
昌
親
は
二
年
足

ら
ず
で
藩
主
の
座
を
昌
勝
の
長
男
、
綱
昌
に
譲
っ
た
。 
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※
昌
親
が
吉
江
藩
主
の
と
き
、
近
松
門
左
衛
門

（杉
森
信
盛
）
の
父
杉
森
信
義
が
昌
親
の
近
臣

と
し
て
仕
え
て
い
た
。
信
義
が
昌
親
の
も
と
を
去
っ
た
の
は
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
、
信
盛

十

一
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。 

※
昌
親
、
藩
主
に
就
く
と
任
地
の
吉
江
藩
二
万
五
千
石
を
福
居
藩
に
戻
し
、
四
十
七
万
五
千
二

百
八
十
石
と
な
る
。 

 

七 
 

松
平
綱
昌 

松
平
昌
勝
の
長
男 

就
任 

延
宝
四
年

（
一
六
七
六
）
十
六
歳 

享
年
三

十
九
歳

（
一
六
六

一
～

一
六
九
九
） 

※
綱
昌
は
乱
行
が
続
き
、
失
政
も
あ
っ
た
た
め
、
幕
府
よ
り
隠
居
を
申
し
渡
さ
れ
た
。 

 

八 
 

松
平
吉
品

よ
し
の
り 

昌
親
の
再
任 

 
 

就
任 
貞

じ
ょ
う

享
き
ょ
う

三
年

（
一
六
八
六
）4

7

歳 

享
年
七
十

二
歳 

※
幕
府
は
綱
昌
の
不
行
跡
を
叱
責
し
福
居
藩
を
知
行
半
減
処
分

（二
十
五
万
石
）
と
し
た
う
え

で
前
藩
主
・
昌
親
の
復
帰
を
許
し
た
。
昌
親
は
藩
主
に
復
帰
す
る
に
当
た
り
吉
品
に
改
称
し
た
。

吉
品
に
嗣
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
兄
昌
勝
の
六
男
、
昌
邦
を
養
子
と
し
た
。
昌
邦
は
藩
主
の

座
に
付
く
と
吉
邦

よ
し
く
に

と
改
称
し
た
。 

※
吉
品
は
藩
主
復
帰
に
伴
い
、
福
居
を
福
井
と
改
称
し
た
。
福
井
藩
二
十
五
万
石
。 

 

九 
 

松
平
吉
邦 

松
平
昌
勝
の
六
男 

就
任 

宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）
三
十
歳 
享
年
四

十

一
歳

（
一
六
八

一
～

一
七
二
二
） 

吉
邦
に
も
嗣
子
が
お
ら
ず
実
兄
の
宗む

ね

昌ま
さ

（松
岡
藩
五
万
石
）
が
跡
を
継
い
だ
。 

 

十 

松
平
宗
昌 

松
平
昌
勝
の
三
男 

就
任
享
保
六
年

（
一
七
二
一
）
四
十
七
歳 

享
年
五
十

歳

（
一
六
七
五
～

一
七
二
四
） 

※
宗
昌
は
松
岡
藩

（五
万
石
）
の
藩
主
で
あ
っ
た
が
、
吉
邦
の
死
去
に
伴
い
、
福
井
藩
主
と
な

っ
た
。
福
井
藩
は
松
岡
藩
五
万
石
を
併
合
し
三
十
万
石
に
な
っ
た
。 

宗
昌
に
も
嗣
子
が
お
ら
ず
、
越
前
松
平
家
系
白
河
新
田
藩
主

・
松
平
知
清
の
次
男
宗
矩

む
ね
の
り

に
前
藩

主
吉
邦
の
娘
、
勝
姫
を
娶
わ
せ
世
継
ぎ
と
し
た
。 

 

十

一 

松
平
宗
矩 

松
平
知
清
の
次
男 

就
任 

享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
十
歳 

享
年
三
十

五
歳

（
一
七

一
五
～

一
七
四
九
） 

※
松
平
知
清
は
結
城
秀
康
五
男
の
結
城

（松
平
）
直
基

（後
述
）
の
孫
。
父
は
直
矩

（後
述
）。 
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宗
矩
に
も
実
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、

一
橋
家
か
ら
養
子
を
迎
え
た
。
結
城
秀
康
血
統
福
井
藩

主
は
宗
矩
の
代
で
絶
え
た
。 

十
二 

松
平
重
昌

し
げ
ま
さ 

徳
川
宗
尹

む
ね
た
だ

の
長
男 

就
任 

寛か
ん

延
え
ん

二
年

（
一
七
四
九
）
七
歳 

享
年
十
六

歳

（
一
七
四
三
～

一
七
五
八
） 

※
徳
川
宗
尹
は
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
四
男
。
徳
川
御
三
卿
の
ひ
と
つ
一
橋
家
の
初
代
当
主
。 

重
昌
が
夭
折
し
た
た
め
、
弟
の
重
富
が
後
を
継
い
だ
。 

 

十
三 

松
平
重
富

し
げ
と
み 

徳
川
宗
尹
の
三
男 
就
任 

宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）
十

一
歳 

享
年
六

十
二
歳

（
一
七
四
八
～

一
八
〇
九
） 

 

十
四 

松
平
治は

る

好
よ
し 

松
平
重
富
の
長
男 

就
任
寛
政
十

一
年

（
一
七
九
九
）
三
十
二
歳
享
年
五

十
八
歳

（
一
七
六
八
～

一
八
二
六
）
福
井
藩
二
万
石
加
増
さ
れ
三
十
二
万
石
と
な
る
。 

 

十
五 

松
平
斉
承

な
り

つ
ぐ 

松
平
治
好
の
次
男 

 

就
任
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
十
六
歳 

享
年
二

十
五
歳

（
一
八

一
一
～

一
八
三
五
） 

斉
承
の
実
子
は
す
べ
て
早
世
し
て
い
る
た
め
家
斉
の
子

・
斉
善
を
養
子
に
迎
え
た
。 

 

十
六 

松
平
斉な

り

善
さ
わ 

徳
川
家い

え

斉な
り

の
二
十
四
男 

就
任
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
十
六
歳 
享
年

十
九
歳

（
一
八
二
〇
～

一
八
三
八
） 

家
斉
は
十

一
代
将
軍
。
斉
善
に
も
実
子
は
お
ら
ず
田
安
家
か
ら
養
子
を
迎
え
た
。 

 

十
七 

松
平
慶よ

し

永
な
が 

徳
川
斉な

り

匡
ま
さ

の
八
男 

就
任 

天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
十

一
歳 

享
年
六

十
三
歳

（
一
八
二
八
～

一
八
九
〇

・
・
明
治
二
十
三
年
） 

※
徳
川
斉
匡
は
御
三
卿
の
ひ
と
つ
田
安
徳
川
家
の
三
代
当
主
。 

※
松
平
慶
永
は
幕
府
大
老
伊
井
直

な
お

弼
す
け

と
対
立
し
、
安
政
五
年

（
一
八
五
八
年
）
七
月
、
幕
府
よ

り
隠
居
を
申
し
渡
さ
れ
謹
慎
処
分
を
受
け
た

（安
政
の
大
獄
）。
慶
永
三
十
歳
で
あ
っ
た
。 

慶
永
は
越
前
松
平
家
系
糸
魚
川
藩

（
一
万
石
）
七
代
藩
主
、
松
平
直な

お

廉き
よ

を
養
子
と
し
て
迎
え
、
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福
井
藩
を
継
が
せ
た
。
直
廉
は
茂し

げ

昭も
ち

と
改
名
し
た
。 

 

十
八 

松
平
茂
昭 
松
平
直

な
お

春は
る

の
長
男 

就
任
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
二
十
三
歳 

享
年
五

十
五
歳 

（
一
八
三
六
～

一
八
九
〇
） 

※
松
平
直
春
は
越
前
松
平
系
糸
魚
川
藩
六
代
藩
主
。
福
井
藩
最
後
の
藩
主
。 

  

越
後
高
田
藩
の
系
譜 

北
ノ
庄
藩
主

・
松
平
忠
直
に
元
和
九
年

（
一
六
二
三
年
）
二
月
、
豊
前
に
配
流
処
分
が
下
さ

れ
た
。
忠
直
時
代
六
十
八
万
石
あ
っ
た
所
領
の
う
ち
、
忠
直
の
弟

・
直
政

（秀
康
三
男
）
は
大

野
五
万
石
を
、
直
基

（秀
康
五
男
。
四
男
は
早
世
）
は
勝
山
三
万
石
を
、
直
良

（同
六
男
）
は

木
本
二
万
五
千
石
を
与
え
ら
れ
其
々
が
立
藩
し
た
。
さ
ら
に
重
臣
の
本
多
成
重
に
は
丸
岡
四
万

六
千
石
が
与
え
ら
れ

（本
多
丸
岡
藩
の
成
立
）
、
敦
賀
領
が
幕
府
直
轄
地
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
。
北
ノ
庄
藩
は
五
十
万
二
百
八
十
石
に
な
り
、
忠
直
嫡
男

・
光
長

（九
歳
）
が
引
き
継
い

だ

（前
述
）。
だ
が
、
翌
年

4

月
幕
府
は
越
後
高
田
藩

（二
十
五
万
九
千
石
）
の
松
平
忠
昌
に

北
ノ
庄
藩
移
封
を
命
じ
、
高
田
藩
に
は
光
長
を
移
封
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
国
替
え
で
あ
る
。 

 ※
後
に
木
本
藩
が
北
ノ
庄
藩
に
戻
さ
れ
、
忠
昌
の
時
代
、
五
十
二
万
五
千
二
百
八
十
石
と
な
っ

た
。 

 

忠
昌
は
高
田
藩
士
を
引
き
連
れ
て
越
前
に
入
国
し
、
光
長
は
北
ノ
庄
藩
士
の
多
く
を
引
き
連

れ
て
越
後
高
田
藩
に
移
っ
た
。
藩
家
臣
団
五
百
有
余
名
の
う
ち
北
ノ
庄
藩
に
残
っ
た
の
は
百
名

余
と
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
と
は
光
長
に
伴
い
越
後
高
田
藩
に
移
っ
た
。
無
論
、
そ
れ
以
前
に
直

政
、
直
基
、
直
良
に
従
っ
て
北
ノ
庄
藩
を
離
れ
た
家
臣
も
、
丸
岡
藩
に
移
っ
た
家
臣
も
い
た
で

あ
ろ
う
。 

 

越
後
高
田
藩
主
と
な
っ
た
光
長
は

一
男
二
女
を
も
う
け
た
。
嫡
男
綱つ

な

賢か
た

、
国
姫
、
稲い

な

姫ひ
め

で
あ

る
。
国
姫
は
福
居
藩
五
代
藩
主
松
平
光
通
の
正
室
と
な
っ
た

（前
述
）。
稲
姫
は
伊
予
宇
和
島

藩
二
代
藩
主
伊
達
宗む

ね

利
と
し

の
正
室
と
な
っ
た
。
綱
賢
は
元
来
病
弱
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
家
督
を

継
ぐ
こ
と
な
く
、
四
十
二
歳
で
死
去
し
た

（
一
六
七
四
年
）。
綱
賢
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た

か
ら
、
高
田
藩
断
絶
の
危
機
で
あ
る
。 

だ
が
、
後
継
候
補
は
準
備
さ
れ
て
い
た
。
北
ノ
庄
藩
二
代
藩
主

・
松
平
忠
直
が
配
流
先
で
侍
女
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に
産
ま
せ
た
子
供
た
ち
で
、
光
長
の
異
母
弟
妹
に
あ
た
る
。
忠
直
は
豊
後
府
内
萩
原

は
ぎ

は
ら

（大
分
市

萩
原
）
、
後
に
津
守

（大
分
市
津
守
）
で
軟
禁
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
間
、
侍
女

と
の
間
に
長
頼

な
が
よ
り

（
一
六
三
〇
～

一
六
六
七
）、
長
良

な
が
よ
し

（
一
六
三
二
～

一
七
〇

一
）
と
お
く
せ

（早

世
）
閑

と
き

（生
没
年
不
明
）
の
二
男
二
女
を
も
う
け
て
い
た
。
長
頼
、
長
良
は
結
城
秀
康
の
母
、

於お

万
ま
ん

の
方か

た

の
実
家
、
永
見

な

が

み

姓
を
名
乗
っ
た
。
忠
直
は
慶
安
三
年
九
月
十
日

（
一
六
五
〇
年
十
月

五
日
）
に
死
去
し
て
い
る
の
だ
が

（享
年
五
十
六
歳
）
、
三
人
の
遺
児
た
ち
は
異
母
兄
の
越
後

高
田
藩
主

・
松
平
光
長
に
引
き
取
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
千
石
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

遺
児
と
い
っ
て
も
長
頼
は
二
十

一
歳
、
長
良
は
十
九
歳
に
な
っ
て
い
た
。
（光
長
は
三
十
四

歳
だ
っ
た
）。
閑
は
高
田
藩
に
移
っ
た
後
、
小
栗

お

ぐ

り

美
作

み

さ

く

（正
矩

ま
さ

の
り

と
も
。
後
に
越
後
高
田
藩
首
席

家
老
）
に
嫁
い
だ
。 

 

越
後
高
田
藩
の
後
継
候
補
と
な
っ
た
兄
弟
だ
が
、
兄
の
永
見
長
頼
は
綱
賢
に
先
立
つ
こ
と
七

年
、
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
年
）
に
三
十
八
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
長
頼
の
嫡
男
、
万

ま
ん

徳
丸

と
く
ま
る

（
一

六
六
二
～

一
七
三
五
。
元
服
し
て
市い

ち

正
ま
さ

）
は
綱
賢
の
死
去
の
と
き
十
三
歳
と
思
わ
れ
る
。
永
見

長
良
は
四
十
三
歳
に
な
っ
て
い
た
。 

永
見
長
良
、
永
見
市
正
と
小
栗
美
作
と
閑
と
の
子
、
小
栗
長
治

な
が
は
る

（後
に
大
六
）
の
三
人
が
候

補
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
徳
川

一
門
か
ら
世
継
ぎ
を
迎
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
候
補
と

な
っ
た
の
は
尾
張
藩
二
代
藩
主
徳
川
光

み

つ

友と
も

の
次
男

・
松
平
義よ

し

行ゆ
き

で
あ
る
。
義
行
の
母
は
徳
川
家

光
の
長
女

・
千
代
姫
、
越
後
高
田
藩
の
安
泰
に
は
絶
好
の
世
継
候
補
で
あ
る
。 

後
継
を
め
ぐ
っ
て
藩
論
は
紛
糾
し
た
。
原
因
は
藩
内
の
対
立
で
あ
る
。
越
後
高
田
藩
の
実
権
は

首
席
家
老

・
小
栗
美
作
が
握
っ
て
お
り
、
美
作
の
強
権
的
な
手
法
に
他
の
重
臣
、
萩
田

は

ぎ

た

主し
ゅ

馬め

、

岡
島
壱
岐

い

き

、
本
多
七

し
ち

左ざ

衛
門

え

も

ん

の
み
な
ら
ず
家
臣
の
多
く
が
美
作
に
反
発
し
て
い
た
。 

 

小
栗
美
作
が
強
権
的
な
手
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。 
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寛
文
五
年

（
一
六
六
五
年
）
十
二
月
、
地
震
に
襲
わ
れ
た
越
後
高
田
藩
は
大
き
な
被
害
を
受
け

た
。
時
の
執
政
、
小
栗
五
郎
左
衛
門
、
萩
田
隼
人

は

や

と

は
圧
死
し
た
。
彼
等
の
嫡
男

・
小
栗
美
作
、

萩
田
主
馬
が
家
督
を
継
ぎ
藩
政
を
担
っ
た
。 

小
栗
美
作
は
幕
府
よ
り
五
万
両
を
借
り
、
高
田
の
復
興
に
あ
た
っ
た
。
城
下
の
区
画
整
理
、
直

江
津
に
港
を
造
り
、
関
川

（信
濃
、
越
後
を
通
過
し
日
本
海
に
注
ぐ

一
級
河
川
）
の
浚
渫

し
ゅ
ん
せ
つ

、
用

水
路
の
開
削

か

い
さ
く

、
新
田
の
開
発
な
ど
に
着
手
し
た
。
さ
ら
に
煙
草
葉
の
栽
培
、
銀
の
採
掘
な
ど
殖

産
興
業
に
も
力
を
い
れ
た
。 

い
ず
れ
も
多
額
の
資
金
を
要
す
る
。
そ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
藩
士
の
禄
を
地
方

じ

か

た

知
行
制

ち
ぎ

ょ
う
せ

い

か

ら
蔵
米
制
に
あ
ら
た
め
た
。
地
方
知
行
制
と
い
う
の
は
藩
が
家
臣
に
禄
と
し
て
知
行

（地
方
と

呼
ば
れ
る
土
地
と
、
そ
こ
で
生
産
活
動
を
す
る
百
姓
の
支
配
権
）
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

一

方
、
蔵
米
制
度
と
は
藩
が

一
元
的
に
所
領
を
管
理
し
、
年
貢
を
藩
の
蔵
に
納
め
さ
せ

（蔵
米
）
、

藩
士
の
石
高
に
し
た
が
っ
て
支
給
す
る
制
度
で
あ
る
。
（江
戸
時
代
中
期
以
降
は
特
定
の
上
級

武
士
を
除
き
蔵
米
制
度
だ
っ
た
） 

 

下
級
藩
士
は
以
前
よ
り
蔵
米
制
で
あ
っ
た
が
、
中
、
上
級
藩
士
は
知
行
制
の
特
権
を
認
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
財
政
に
窮
し
た
諸
藩
の
な
か
に
は
藩
士
の

俸
禄
の
一
部
を
返
上
さ
せ
て
い
た
の
だ
が
、
越
後
高
田
藩
も
そ
の
手
法
を
と
っ
た
。
藩
士
に
と

っ
て
ニ
重
の
負
担
増
と
な
り
、
執
政

・
小
栗
美
作

へ
の
反
感
と
な
っ
た
。
萩
田
主
馬
も
美
作
と

袂
を
分
か
ち
対
決
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

藩
士
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
（彼
の
施
策
は
後
世
評
価
さ
れ
る
の
だ
が
）
矢
継
ぎ
早
の
土
木

工
事
は
増
税
と
な
っ
て
跳
ね
返
り
、
領
民
に
負
担
を
強
い
た
。

一
方
で
藩
主
光
長
の
贅
沢
な
生

活
は
収
ま
ら
ず
、
美
作
も
そ
れ
に
倣

な
ら

っ
た
。
藩
内
外
か
ら
の
怨
嗟

え

ん

さ

の
声
は
当
然
、
美
作
に
向
か

っ
た
。 

 

藩
主

・
光
長
の
嫡
男
綱
賢
が
死
去
し
世
継
ぎ
が
絶
え
た
と
き
、
美
作
が
我
が
子
の
小
栗
長
治

を
世
継
ぎ
に
据
え
る
の
で
は
な
い
か
と
彼
等
は
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
後
継
問
題
を
契
機
に
反

小
栗
派
が
形
成
さ
れ
、
美
作
追
い
落
と
し
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
永
見
長

良
と
萩
田
主
馬
で
あ
っ
た
。
藩
内
の
醜
悪
な
権
力
争
い
を
目
の
当
た
り
に
し
て
尾
張
徳
川
家
で

は
早
々
に
後
継
問
題
か
ら
手
を
引
い
た
。 

 

後
継
問
題
は
重
臣
の
評
議
の
結
果
、
永
見
市
正
に
決
定
し
た
。
市
正
は
松
平
光
長
の
養
子
と
な
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り
名
を
松
平
綱つ

な

国
く
に

と
改
め
た
。
後
継
問
題
は
対
立
す
る
小
栗
美
作
の
子

・
小
栗
長
治
で
も
、
反

小
栗
派
が
推
す
氷
見
長
良
で
も
な
く
、
市
正
に
決
ま
っ
た
こ
と
で
落
着
し
た
よ
う
に
見
え
た
。 

だ
が
、
反
小
栗
派
は
こ
の
決
定
を
小
栗
美
作
の
策
謀
と
断
じ
た
。
幼
年
の
市
正
を
い
っ
た
ん
藩

主
と
す
る
こ
と
で
長
良
擁
立
論
を
封
じ
こ
み
、
自
身
は
市
正

（綱
国
）
の
背
後
に
あ
っ
て
藩
政

を
操
る
。
い
ず
れ
機
会
を
捉
え
て
長
良
派
を
排
除
し
て
、
そ
の
上
で
綱
国
を
隠
居
さ
せ
、
小
栗

長
治
を
藩
主
に
据
え
る
陰
謀
で
あ
る
と
、
藩
内
に
触
れ
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

か
ね
て
よ
り
小
栗
美
作
の
強
引
な
藩
政
運
営
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
家
臣
た
ち
は
萩
田
主

馬
ら
の
訴
え
に
同
調
し
た
。
萩
田
主
馬
ら
反
小
栗
派
重
臣
は
藩
主
光
長
に
目
通
り
し
て
、
小
栗

美
作
の
悪
政
を
糾
弾
す
る
書
状
を
提
出
し
た
。
書
状
に
は
糾
弾
に
同
意
す
る
八
百
九
十
名
の

誓
紙

せ

い

し

が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
八
百
九
十
名
と
い
う
人
数
は
越
後
高
田
藩
の
藩
士
の
数
よ
り
も
多

い
。
領
民
も
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

彼
等
は
藩
政
を
私
し
て
い
る
小
栗
美
作
を
排
除
す
る
こ
と
が
藩
の
為
、
主
君
の
為
、
領
民
の
為

と
主
張
し
、
自
ら
を

「お
為
方

お

た

め

か

た

」
と
称
し
て
い
た
。
光
長
の
嫡
男

・
綱
賢
の
死
去
か
ら
五
年
後

の
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
年
）
の
正
月
で
あ
っ
た
。 

 

首
席
家
老

・
小
栗
美
作
非
難
の
藩
論
の
高
ま
り
、
長
引
く
抗
争
に
光
長
は
美
作
に
隠
居
を
命
じ

事
態
の
収
拾
を
図
ろ
う
と
し
た
。
美
作
は
長
治
に
家
督
を
譲
っ
て
隠
居
し
た
の
だ
が
、
勢
い
づ

い
た
お
為
方
は
隠
居
の
み
な
ら
ず
、
小
栗

一
派
の
藩
政
か
ら
の
一
掃
を
藩
主
光
長
に
迫
っ
た
。

小
栗
美
作
は
こ
の
動
き
は
永
見
長
良
の
扇
動
に
よ
る
も
の
と
捉
え
、
お
為
方
の
狙
い
は
綱
国
を

傀
儡
化
し
て
藩
政
の
実
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
る
と
睨
ん
だ
。
双
方
の
不
信
感
と
憎
悪
は
募

り
、
市
中
で
の
争
い
、
放
火
騒
動
が
勃
発
し
越
後
高
田
藩
は
混
乱
の
極
み
に
達
し
た
。 

 

も
は
や
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
光
長
は
懇
意
に
し
て
い
た
幕
府
大
老

・
酒
井
忠た

だ

清
き
よ

に
解
決
を

委
ね
た
。
忠
清
は
双
方
に
和
解
を
申
し
渡
し
穏
便
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
、
お
為
方
は
美
作

糾
弾
の
手
を
緩
め
ず
解
決
の
糸
口
は
見
え
な
か
っ
た
。
延
宝
七
年
十
月
、
業
を
煮
や
し
た
忠
清

は
幕
命
に
よ
る
処
分
を
下
し
た
。
幕
府
の
調
停
を
受
け
入
れ
ず
、
い
た
ず
ら
に
藩
政
を
混
乱
さ

せ
た
罪
と
し
て
、
長
良
を
毛
利
藩
預
け
と
し
、
他
の
首
謀
者
も
諸
大
名
預
け
と
し
て
越
後
高
田

藩
か
ら
追
放
し
た
の
で
あ
る
。 

高
田
藩
は
従
来
の
方
針
通
り
永
見
市
正
こ
と
松
平
綱
国
が
継
承
し
騒
動
は
酒
井
忠
清
の
裁
定

に
よ
り
落
着
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
だ
が
、
お
為
方
は
反
撃
の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
。 
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翌
延
宝
八
年
五
月
八
日

（
一
六
八
〇
年
六
月
四
日
）、
徳
川
四
代
将
軍
・
家
綱
が
死
去
し
た
。

享
年
四
十
歳
。
家
綱
は
万
事
鷹
揚
で
些
細
な
こ
と
に
拘
ら
ず
大
名
、
家
臣
か
ら
の
人
望
が
あ
っ

た
と
評
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
家
綱
に
は
実
子
が
お
ら
ず
、
家
綱
自
身
も
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
、

後
継
問
題
は
生
前
よ
り
徳
川

一
門
、
幕
閣
の
最
大
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
。
老
中

・
掘
田
正
俊
は

家
綱
の
五
歳
年
下
の
異
母
弟
の
舘
林
藩
主

・
松
平
綱
吉
を
後
継
と
し
て
推
挙
し
た
。
（他
の
弟

は
い
ず
れ
も
夭
折
）。 

 

一
方
、
綱
吉
の
後
継
に
難
色
を
示
し
、
他
家
よ
り
迎
え
よ
う
と
し
た
の
が
酒
井
忠
清
だ
っ
た
。

家
綱
と
は
正
反
対
の
性
格
で
自
信
過
剰
、
幕
政
に
も
口
を
挟
む
舘
林
宰
相

・
綱
吉
を
忠
清
は
以

前
か
ら
嫌
っ
て
い
た
。
忠
清
の
意
中
の
人
物
は
有
栖

あ

り

す

川
宮

が
わ
の
み
や

幸ゆ
き

仁ひ
と

親
王

し
ん

の
う

だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

越
後
高
田
藩
主

・
松
平
光
長
も
綱
吉
後
継
に
反
対
し
て
い
た
。 

 

※
近
年
、
忠
清
が
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
擁
立
を
画
策
し
た
と
い
う
説
に
疑
問
を
抱
く
学
者
も
い

る
。 

※
有
栖
川
宮
家
と
徳
川
家
の
関
係
。 

徳
川
秀
忠
の
養
女

・
亀
姫

（松
平
忠
直
の
娘
。
秀
忠
の

孫
。
光
長
の
同
母
妹
）
は
有
栖
川
家

（当
初
は
高
松
宮
を
名
乗
る
）
の
初
代
当
主
・
好
仁

よ
し
ひ
と

親
王

し
ん

の
う

の

妃
き
さ
き

。
好
仁
親
王
に
は
実
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
後ご

水
尾

み
ず

の
お

天
皇
の
皇
子

・
良

な
が

仁ひ
と

親
王
を
養
嗣
子

と
し
た
。
後
に
良
仁
親
王
が
即
位

（後ご

西
さ

い

天
皇
）
し
た
た
め
、
後
西
天
皇
の
第
二
皇
子
の
幸
仁

親
王
が
有
栖
川
宮
家
を
継
い
だ
。
彼
が
酒
井
忠
清
の
意
中
の
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
も
有
栖

川
宮
家
は
徳
川
宗
家
、
水
戸
徳
川
家
、
雄
藩
大
名
と
婚
姻
関
係
を
結
び
宮
家
の
な
か
で
も
公
武

派
と
さ
れ
て
い
た
。 

 

有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
擁
立
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
幕
府
内
で
も
将
軍
継
嗣
で
揺
れ
動
い

た
の
だ
が
、
水
戸
藩
主

・
徳
川
光
圀
ら
が
綱
吉
擁
立
に
傾
き
、
延
宝
八
年
八
月
、
綱
吉
は
将
軍

宣
下
を
受
け
た
。 

 

お
為
方
は
幕
政
の
一
新
を
捉
え
、
権
力
の
中
枢
に
就
い
た
堀
田
正
俊
に
再
吟
味
を
願
い
出
た
。

か
ね
て
よ
り
越
後
高
田
騒
動
の
裁
定
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
綱
吉
は
こ
の
機
会
を
捉
え
て
正

俊
に
再
吟
味
を
命
じ
た
。
酒
井
忠
清
は
再
吟
味
に
反
対
し
た
の
だ
が
斥
け
ら
れ
、
十
二
月
に
は

大
老
職
を
剥
奪
さ
れ
た
。
後
任
は
堀
田
正
俊
で
あ
っ
た
。
正
俊
は
綱
吉
擁
立
に
動
き
、
忠
清
と

対
立
し
た
老
中
で
あ
る
。 

同
月
、
追
放
さ
れ
他
藩
預
け
と
な
っ
て
い
た
永
見
長
良
、
萩
田
主
馬
ら
と
さ
ら
に
岡
島
壱
岐
、
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本
多
七
左
衛
門
の

「お
為
方
」
と
小
栗
美
作
が
江
戸
城
に
呼
び
出
さ
れ
吟
味
が
始
ま
っ
た
。
天

保
九
年

（
一
六
八

一
年
）
六
月
、
小
栗
美
作
と
永
見
長
良
、
萩
田
主
馬
に
対
し
て
将
軍
綱
吉
が

直
々
に
裁
定
を
下
し
た
。
小
栗
美
作
と
嫡
男

・
小
栗
大
六

（松
平
忠
直
孫
）
は
切
腹
、
親
族
並

び
に

一
派
は
流
罪
、
追
放
、
大
名
預
け
の
処
分
が
下
さ
れ
た
。

一
方
、
「お
為
方
」
の
、
永
見

長
良
と
萩
田
主
馬
は
八
丈
島
に
、
岡
島
壱
岐
、
本
多
七
左
衛
門
は
三
宅
島
に
流
罪
。
そ
の
他
の

首
謀
者
も
大
名
預
け
と
な
っ
た
。

一
見
喧
嘩
両
成
敗
の
裁
定
だ
が
、
実
際
は
将
軍
継
嗣
を
め
ぐ

る
松
平
光
長

へ
の
報
復
で
あ
っ
た
。 

 

藩
主

・
光
長
は
家
中
騒
乱
の
責
任
を
追
及
さ
れ
、
領
地
没
収
の
上
、
伊
予
松
山
藩

（愛
媛
県

松
山
市
）
預
け
と
な
っ
た
。
養
嗣
子
の
松
平
綱
国

（氷
見
市
正
。
幼
名
万
徳
丸
）
は
備
後

び

ん

ご

福
山

藩

（広
島
県
福
山
市
）
預
け
と
な
っ
た
。
光
長
系
越
前
松
平
氏
の
断
絶
で
あ
る
。 

処
分
は
こ
れ
に
止

と
ど

ま
ら
な
か
っ
た
。
光
長

（光
長
の
父

・
忠
直
は
結
城
秀
康
の
長
男
）
の
従
兄

弟
に
あ
た
る
姫
路
藩
主

・
松
平
直
矩

（十
五
万
石
。
直
矩
の
父

・
直
基
は
結
城
秀
康
五
男
）
は

豊
後

ぶ

ん

ご

日
田

ひ

だ

藩

（大
分
市
日
田
。
七
万
石
）
に
転
封
。
出
雲
広
瀬
藩

（島
根
県
安
来
市
広
瀬
）
の

藩
主

・
松
平
近

ち
か

栄よ
し

（近
栄
の
父

・
直
政
は
結
城
秀
康
の
三
男
）
は
三
万
石
か
ら

一
万
五
千
石
に

さ
れ
た
。
知
行
半
減
の
処
分
で
あ
る
。 

 

い
ず
れ
も
酒
井
忠
清
に
近
く
、
越
後
高
田
藩
騒
動
処
理
に
関
与
し
て
連
座
処
分
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
背
景
に
越
前
松
平
氏
と
関
係
が
深
い
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
擁
立
を
忠
清
と
共
に
画

策
し
た
と
の
疑
念
を
綱
吉
が
抱
い
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
が
越
前
福
居
藩
主

（福

井
藩
）
綱
昌
の
狂
気
を
理
由
に
知
行
半
減
二
十
五
万
石
の
過
酷
な
処
分
を
下
し
た
の
は

（前
述
）、

越
後
高
田
騒
動
の
五
年
後
の
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
年
）
で
あ
っ
た
。
綱
吉
の
治
世

（
一
六
八

〇
～

一
七
〇
九
）、
結
城
秀
康
の
末
裔
に
と
っ
て
ま
さ
に
受
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。 

 

八
丈
島
に
流
さ
れ
た
永
見
長
良
、
萩
田
主
馬
は
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
た
。
八
丈
島
は
本
土
か

ら
遠
く
離
れ
た
孤
島
で
あ
り
食
料
の
補
給
手
段
は
な
く
、
島
で
の
自
給
自
足
で
島
民
は
命
を
保

っ
て
い
た
。
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇

一
年
）
、
八
丈
島
を
未
曾
有
の
大
飢
饉
が
襲
い
、
島
民
の

大
半
が
餓
死
し
た
。
餓
え
は
身
分
の
貴
賎
を
問
わ
ず
、
長
良
も
主
馬
も
他
の
流
人
と
同
じ
く
餓

死
し
た
。 

 

松
平
光
長
と
養
嗣
子
の
綱
国
の
そ
の
後
で
あ
る
が
、
改
易
か
ら
六
年
後
、
貞
享
四
年

（
一
六

八
七
年
）
、
光
長
は
七
十
二
歳
に
な
っ
た
。
老
齢
に
達
し
た
光
長
は
綱
国
と
と
も
に
許
さ
れ
、
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賄
料
と
し
て
合
力

ご
う
り
ょ
く

米
ま

い

三
万
俵

（
一
万
二
千
石
に
相
当
）
が
与
え
ら
れ
、
大
名
格
と
し
て
処
遇
さ

れ
た
。
だ
が
、
不
遇
で
あ
っ
た
六
年
の
歳
月
は
光
長
と
綱
国
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
。
光
長
は

綱
国
を
廃
嫡
と
し
た
。 

元
禄
六
年

（
一
六
九
四
年
）
、
光
長
は
松
平
直
矩

（前
述
）
の
三
男

・
源
之
助

（後
に
長
矩

な
が
の
り

と

改
名
）
養
嗣
子
と
し
た
。
元
禄
十
年
に
光
長
は
隠
居
し
家
督
は
長
矩
が
継
い
だ
。 

 

そ
の
後
、
旧
家
臣
ら
に
よ
る
お
家
再
興
運
動
が
実
り
、
元
禄
十

一
年

（
一
六
九
八
年
）
、
松

平
長
矩
に
美
作

み
ま
さ

か

国
内
の
津
山

（岡
山
県
津
山
市
）
に
十
万
石
を
与
え
ら
れ
た
。
長
矩
は
宣の

ぶ

富
と
み

と

改
名
し
美
作
津
山
藩
の
初
代
と
な
っ
た
。
越
後
高
田
藩
の
旧
家
臣

（北
ノ
庄
藩
士
）
の
な
か
に

は
津
山
藩
に
仕
え
た
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。 

光
長
は
江
戸
で
余
生
を
お
く
り
宝
永
四
年
十

一
月
十
七
日

（
一
七
〇
七
年
十
二
月
十
日
）
、
死

去
し
た
。
享
年
九
十
三
歳
。 

 

綱
国
は
美
作
国
津
山
に
移
り
、
津
山
藩
士
と
な
っ
た
が
出
仕
は
し
な
か
っ
た
。
綱
国
と
藩
主

宣
富
が
互
い
の
立
場
を
熟
慮
し
た
結
論
で
あ
ろ
う
。
綱
国
の
庶
子

・
国

く
に

近
ち
か

は
津
山
藩
家
老

・
安

藤
勒
負
之

ゆ

き

え

の

常す
け

に
養
育
さ
れ
、
安
藤
国
近

（主と
の

殿も

と
も
称
し
た
）
と
称
し
た
。
享
保
八
年

（
一
七

二
三
年
）、
津
山
藩
家
老
と
な
る
。
だ
が
、
翌
年
死
去
。
享
年
は
不
明
。
嫡
男

・
造
酒
助
近
倫

み

き

の
す

け

ち

か

み

ち

が

家
督
を
継
い
だ
。
彼
も
家
老
職
を
務
め
、
そ
の
後
安
藤
姓
を
永
見
姓
と
す
る
。
以
後
、
国
近
の

子
孫
は
代
々
津
山
藩
の
家
老
職
を
務
め
た
。 

綱
国
は
光
長
の
死
の
翌
年

（宝
永
五
年
）
に
出
家
し
、
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
年
）
に
死
去

し
た
。
享
年
七
十
四
歳
。 

 

直な
お

政ま
さ

系
越
前
松
平
氏
の
系
譜 

松
平
直
政

（
一
六
六

一
～

一
六
六
六
）
・
・
・
上
総
姉
ヶ
崎
藩

一
万
石
の
大
名
で
あ
っ
た
直

政
は
、
忠
直
が
配
流
処
分

（
一
六
二
三
年
）
の
翌
年
、
北
ノ
庄
藩
か
ら
分
離
さ
れ
た
大
野
藩

（五

万
石
）
の
初
代
藩
主
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
信
濃
松
本
藩
七
万
石
に

（
一
六
三
三
年
）
、
さ
ら

に
出
雲
松
江
藩

（島
根
県
松
江
市
）
十
八
万
六
千
石

（
一
六
三
八
年
）
に
移
封
さ
れ
、
寛
文

（
一

六
六
六
年
）
死
去
し
た
。
享
年
六
十
六
歳
。 
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嫡
男
綱つ

な

隆た
か

（
一
六
三

一
～

一
六
七
五
）
が
後
継
と
な
る
。
そ
の
際
次
弟
の
近

ち
か

栄よ
し

（
一
六
三
二

～

一
七

一
七
）
に
広
瀬
藩

（島
根
県
安
来
市
広
瀬
）
三
万
石
、
三
弟
の
隆
政

（
一
六
四
八
～

一

六
七
三
）
に
母
里

も

り

藩

（島
根
県
安
来
市
西
母
里
）

一
万
石
を
分
与
し
た
。
広
瀬
藩
と
母
里
藩
は

松
江
藩
の
支
藩
と
し
て
松
江
藩
と
と
も
に
明
治
維
新
ま
で
存
続
し
た
。 

松
江
藩 

 

直
政

（結
城
秀
康
の
三
男
）
・
・綱
隆

（直
政
の
長
男
）
・
・綱つ

な

近
ち
か

（綱
隆
の
四
男
）
・
・

吉よ
し

透と
う

（綱
近
の
弟
）
・
・
宣
維

の
ぶ
ず
み

（吉
透
の
次
男
）
・
・
宗
衍

む
ね
の
ぶ

（宣
維
の
長
男
）
・
・
治は

る

郷さ
と

（宗
衍

の
次
男
）
・
・
斉な

り

恒つ
ね

（治
郷
の
長
男
）
・
・
斉な

り

貴た
か

（斉
恒
の
長
男
）
・
・
定
安

さ
だ
や
す

（養
子
。
津
山
藩

七
代
藩
主
松
平
斉な

り

孝た
か

の
七
男
）
・
・
直
応

な
お
た
か

（養
子
。
斉
貴
の
実
子
）
・
・
定
安

さ
だ
や
す

（復
帰
）
・
・
直な

お

亮あ
き

（定
安
の
三
男
） 

※
歴
代
藩
主
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
七
代
当
主
治
郷

（
一
七
五

一
～

一
八

一
八
）
で
不
昧

ふ

ま

い

と
号
し

茶
人
と
し
て
有
名
。
雷
電
為
衛
門

（
一
七
六
七
～

一
八
二
五
）
は
治
郷
の
お
抱
え
力
士
で
あ
っ

た
。 

※
松
平
定
安

（
一
八
三
五
～

一
八
八
二
）
は
文
武
を
奨
励
し
、
西
洋
の
学
問
の
導
入
に
積
極
的

で
あ
っ
た
。
家
臣
を
西
欧
に
留
学
さ
せ
医
学
、
軍
備
を
学
ば
せ
た
。
米
国
か
ら
戦
艦
八
雲
丸
も

購
入
し
た
。
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
に
は
農
民
隊
を
創
設
し
て
い
る
。
高
杉
晋
作
が
奇
兵
隊

を
組
織
し
た
同
年
で
あ
る
。
松
江
藩
最
後
の
藩
主
は
松
平
定
安
。 

 

広
瀬
藩 

 

近
ち
か

栄よ
し

（直
政
の
次
男
）
・
・
近
時

ち
か
と
き

（近
栄
の
長
男
）
・
・
近

ち
か

朝と
も

（近
時
の
長
男
）
・
・

近
ち
か

明
あ
き
ら

（養
子
。
近
朝
の
弟
）
・
・
近

ち
か

輝て
る

（近
明
の
長
男
）
・
・
近

ち
か

貞さ
だ

（養
子
。
近
輝
の
弟
）
・
・
直な

お

義た
だ

（養
子
。
津
山
藩
四
代
藩
主

・
松
平
長
孝

な
が
た
か

の
次
男
）
・
・
直な

お

寛ひ
ろ

（養
子
。
近
貞
の
長
男
）
・
・
直な

お

諒よ
し

（直
寛
の
長
男
）
・
・
直
巳

な
お
お
き

（養
子
。
直
諒
の
弟
） 

※
初
代
当
主
近
栄

（
一
六
三
二
～

一
七

一
七
）
は
越
後
高
田
藩
騒
動
に
関
与
し
た
こ
と
で
将
軍

綱
吉
よ
り
閉
門
と
領
地
半
減

（三
万
石
か
ら

一
万
五
千
石
）
の
処
分
を
受
け
た

（
一
六
八
二
）。

後
に
旧
領
回
復
。 

※
越
後
高
田
藩
騒
動
に
つ
い
て
は
前
項
を
参
照
。 
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※
直
義

（
一
七
五
四
～

一
八
〇
三
）
は
藩
の
財
政
を
立
て
直
し
、
広
瀬
藩
中
興
の
祖
と
い
わ
れ

る
。
本
家
松
江
藩
の
松
平
治
郷
に
習
い
茶
人
と
し
て
も
名
を
残
し
た
。 

※
直
諒

（
一
八

一
七
～

一
八
六

一
）
は
領
内
の
産
業
振
興

（製
糸
、
製
油
）
、
文
化
の
振
興
に

力
を
尽
く
し
た
名
君
で
あ
っ
た
。 

※
直
巳
が
広
瀬
藩
最
後
の
藩
主
。 

 

母
里
藩 

 

隆た
か

政ま
さ

（松
平
直
政
の
三
男
）
・
・
直な

お

丘
た
か

（直
政
の
四
男
）
・
・
直
員

な
お
か
ず

（養
子
。
常
陸

麻
生
藩
七
代
藩
主
新
庄
直な

お

詮の
り

の
次
男
）
・
・
直
道

な
お
み
ち

（直
員
の
長
男
）
・
・
直
行

な
お
ゆ
き

（養
子
。
直
道
の

弟
）
・
・
直
暠

な
お
き
よ

（養
子
。
明
石
藩
四
代
藩
主
松
平
直な

お

泰ひ
ろ

の
四
男
）
・
・
直
方

な
お
か
た

（養
子
。
直
暠
の
弟
）
・
・

直な
お

興お
き

（直
方
の
長
男
）
・
・
直な

お

温
よ
り

（養
子
。
津
山
藩
七
代
藩
主
松
平
斉な

り

孝た
か

の
四
男
）
・
・
直な

お

哉と
し

（直

温
の
長
男
） 

※
三
代
藩
主

・
直
員

（
一
六
九
五
～

一
七
六
八
）
は
典
型
的
な
暗
君
で
己
が
享
楽
の
た
め
過
酷

な
年
貢
を
課
し
た
た
め
農
民
が
逃
散

ち
ょ
う
さ
ん

す
る
事
態
が
発
生
し
た
。
さ
ら
に
領
内
の
富
豪
か
ら
強
制

的
に
借
金
を
し
て
踏
み
倒
し
、
藩
の
財
産
を
切
り
売
り
、
苗
字
帯
刀
の
認
可
状
を
乱
発
す
る
な

ど
し
て
享
楽
の
費
用
に
充
て
た
無
責
任
極
ま
り
な
い
藩
主
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
母
里

藩
は
財
政
難
に
陥
り
、
以
後
歴
代
藩
主
は
財
政
運
営
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。 

※
八
代
当
主
直
興

（
一
八
〇
〇
～

一
八
五
四
）
は
財
政
再
建
の
た
め
に
新
田
開
発
、
灌
漑
用
水

の
整
備
に
力
を
注
い
だ
。
母
里
藩
再
興
の
名
君
と
さ
れ
て
い
る
。
又
、
教
養
人
と
し
て
も
名
を

残
し
た
。 

書

（嵯
峨
風
）、
画

（狩
野
派
）
に
優
れ
俳
人
と
し
て
も
名
高
い
。 

去
年
今
と
し
海
に
も
あ
る
や
西
東 
 
 

四
山

し

ざ

ん 

直
興
の
俳
句
は
小
林

一
茶
の
俳
諧
俳
文
集

「お
ら
が
春
」
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

※
母
里
藩
最
後
の
藩
主
は
松
平
直
温
。 

 

直
基
系
越
前
松
平
氏
の
系
譜 

松
平
直
基

（
一
六
〇
四
～

一
六
四
八
）
は
結
城
秀
康
の
養
父
晴は

る

朝と
も

の
養
子
と
な
り
結
城
家
の

家
督
を
継
ぐ

（
一
六
〇
七
）。
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）
に
越
前
勝
山
三
万
石
を
立
藩
後
、
松

平
氏
に
復
姓

（
一
六
二
六
）。
兄
直
政
の
松
本
藩
移
封
に
伴
い
大
野
藩
五
万
石
に
加
増
移
封
さ
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れ
る

（
一
六
三
五
）。
さ
ら
に
山
形
藩
十
五
万
石
に
加
増
移
封

（
一
六
四
四
）、
そ
の
四
年
後
に

姫
路
藩
十
五
万
石
へ
の
移
封
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
赴
任

へ
の
旅
先
で
死
去
。
後
継
ぎ
と
な
っ
た

直
矩

な
お
の
り

（
一
六
四
二
～

一
六
九
五
）
は
当
時
五
歳
で
あ
っ
た
。
姫
路
は
西
の
要
地
で
あ
っ
た
た
め

幼
い
藩
主
で
は
心
も
と
な
い
と
幕
府
は
判
断
し
、
越
後
村
上
藩

（新
潟
県
村
上
市
）
十
五
万
石

へ
国
替
え
と
な
っ
た

（
一
六
四
九
）。
成
人
後
直
矩
は
姫
路
藩
に
復
帰
す
る
の
だ
が

（
一
六
六

七
）、
越
後
高
田
藩
の
騒
動
に
関
与
し
た
こ
と
で
綱
吉
の
勘
気
を
被
り
、
閉
門
と
豊
後

ぶ

ん

ご

日
田

ひ

た

（大

分
県
日
田
郡
）
七
万
石
へ
の
領
地
半
減
の
移
封
処
分
を
受
け
た

（
一
六
八
二
）。 

 

そ
の
四
年
後
、
直
矩
は
山
形
藩
十
万
石
に
加
増
移
封
さ
れ
、
さ
ら
に
六
年
後
、
陸
奥
白
河 

藩

（福
島
県
白
河
市
）
十
五
万
石
に
移
っ
た
。
石
高
で
旧
に
復
し
た
の
だ
が
、
姫
路
→
越
後
村

上
→
姫
路
→
豊
後
日
田
→
山
形
→
陸
奥
白
河
と
六
度
の
引
っ
越
し
を
し
て
い
る
。 

直
基
の
代
で
は
勝
山
→
大
野
→
山
形
→
姫
路
の
四
度
の
引
っ
越
し
、
二
代
で
十
度
の
引
っ
越
し

で
あ
る
。
引
っ
越
し
費
用
の
捻
出
で
藩
の
財
政
は
困
窮
し
た
。 

大
名
の
国
替
え
が
珍
し
く
な
か
っ
た
江
戸
時
代
で
も
、
さ
す
が
に

一
代
で
六
度
の
国
替
え
は
異

例
で
直
矩
に
付
け
ら
れ
た
あ
だ
名
が

「引
っ
越
し
大
名
」
で
あ
っ
た
。 

 

彼
自
身
は
国
替
え
を
淡
々
と
受
け
入
れ
、
ど
の
任
地
で
も
藩
務
に
励
ん
で
い
た
。
彼
は
越 

後
村
上
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
十
七
歳

（
一
六
五
八
）
か
ら
死
の
直
前

（
一
六
九
五
）
ま
で
三
十

七
年
に
わ
た
り
日
記
を
書
き
記
し
て
お
り
、
任
地
の
風
土
風
俗
、
藩
主
の
務
め
、
観
劇
、
鷹
狩

り
、
お
家
騒
動
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。
「大
和
守
日
記
」
と
よ
ば
れ
大
名
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

知
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。 

尚
、
杉
本
苑
子

そ

の

こ

が
直
矩
を
題
材
に
し
た
小
説

「引
っ
越
し
大
名
の
笑
い
」
を
著
し
て
い
る
。 

※
柿
原
郷
を
追
わ
れ
た
多
賀
谷
経つ

ね

政ま
さ

が
仕
え
た
の
が
松
平
直
矩
。
以
後
多
賀
谷
氏
は
家
老
職
を

輩
出
す
る

一
族
と
し
て

（直
基
系
越
前
松
平
氏
系
）
松
平
大
和
守
家
臣
団
に
名
を
残
し
た
。
（前

橋
多
賀
谷
氏
の
祖
） 

直
基
系
越
前
松
平
家
歴
代
当
主 

直
基

（結
城
秀
康
の
五
男
）
・
・
直
矩

（直
基
の
長
男
）
・
・
基も

と

知ち
か

（直
矩
の
次
男
）
・
・
明
矩

あ
き
の
り

（養
子
。
支
藩
の
陸
奥
白
河
新
田
藩

・
松
平
知ち

か

清き
よ

の
長
男
）
・
・
朝
矩

と
も
の
り

（明
矩
の
長
男
）
・
・
直な

お

恒つ
ね

（朝
矩
の
次
男
）
・
・
直な

お

温の
ぶ

（直
恒
の
次
男
）
・
・
斉な

り

典つ
ね

（養
子
。
直
温
の
弟
）
・
・
典
則

つ
ね
の
り

（斉
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典
の
四
男
）
・
・
直な

お

侯よ
し

（養
子
。
水
戸
藩
九
代
藩
主
水
戸
斉
昭
の
八
男
。
兄
は

一
橋
慶
喜
）
・
・

直な
お

克か
つ

（養
子
。
久
留
米
藩
七
代
藩
主

・
有
馬
頼よ

り

徳の
り

の
十
三
男
）
・
・
直
方

な
お
か
た

（養
子
。
富
山
藩
十

二
代
藩
主

・
前
田
利
聾

と
し
か
た

の
次
男
）
・
・
基
則

も
と
の
り

（養
子
。
松
平
典
則

の
り
つ
ね

・
・
斉
典
の
四
男

・
・
の
三

男
） 

※ 

明
矩
の
実
父

・
松
平
知
清
は
陸
奥
白
河
藩
主

・
松
平
直
矩
の
四
男
。
明
矩
が
陸
奥
白
河

新
田
藩
藩
主
に
な
る
も
、
本
家
陸
奥
白
河
藩
藩
主

・
基
知
に
嗣
子
が
い
な
い
た
め
、
養

子
と
な
り
本
家
陸
奥
白
河
藩
を
継
ぐ
。
陸
奥
白
河
新
田
藩
は
本
家
に
吸
収
さ
れ
る
。 

※ 

明
矩

（
一
七

一
三
～

一
七
四
九
）
の
代
に
陸
奥
白
河
か
ら
姫
路
藩
十
五
万
石
に
国
替
え

と
な
っ
た
が
三
十
六
歳
で
死
去
。
十

一
歳
の
朝
矩
が
藩
主
と
な
る
。
し
か
し
幼
少
と
あ

っ
て
直
矩
と
同
様
に
要
地
姫
路
か
ら
上
野

か
ず
さ
の

前
橋
藩
十
五
万
石
に
移
封
さ
れ
る
。
だ
が
領

地
の
前
橋
は
利
根
川
の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
。
前
橋
城
も
浸
食
さ
れ
、
朝
矩
は
居

城
、
藩
庁
を
武
蔵
川
越

（埼
玉
県
川
越
市
）
に
移
し
、
前
橋
に
は
代
官
所
が
置
い
た
。

武
蔵
川
越
藩
の
誕
生
で
あ
る
。
朝
矩
が
川
越
藩
初
代
藩
主
。 

※ 

直
基
系
越
前
松
平
八
代
、
川
越
四
代
藩
主
代
斉
典

（
一
七
九
七
～

一
八
五
〇
）
は
疲
弊

し
た
藩
財
政
の
再
建
、
農
村
の
復
興
策
を
柱
と
す
る
改
革
を
断
行
し
名
君
と
名
高
い
。

又
家
臣
た
ち
に
学
問
を
奨
励
し
た
好
学
の
藩
主
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。 

※ 

川
越
市
に
伝
わ
る

「川
越
百
万
灯
夏
祭
り
」
は
斉
典
の
新
盆
に
遺
徳
を
偲
ぶ
家
臣
の
娘

が
切
子
燈
篭
を
軒
先
に
掲
げ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
、
た
ち
ま
ち
城
下
に
広
ま
り
、
や
が

て
趣
向
を
凝
ら
し
た
提
灯
祭
り
に
発
展
し
た
。
現
在
多
く
の
市
民
が
浴
衣
姿
で
参
加
し

「小
江
戸
情
緒
」
に
溢
れ
た

一
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
川
越
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い

る
。 

※ 

松
平
典
則

（
一
八
三
六
～

一
八
八
三
）
は
十
八
歳
の
と
き
眼
病
を
患
い
隠
居
。
水
戸
藩

主
徳
川
斉な

り

昭
あ
き

の
八
男
直
侯

（
一
八
三
九
～

一
八
六
二
）
を
養
子
に
迎
え
た
。
直
侯
が
夭

折
し
た
た
め
久
留
米
藩
主
有
馬
頼よ

り

徳の
り

の
十
三
男
直
克

（
一
八
四
〇
～

一
八
九
七
）
を
養

子
に
迎
え
藩
主
に
据
え
た
。
直
克
は
幕
政
に
参
加
し
、
政
治
総
裁
職

（前
任
者
は
福
井

藩
主
松
平
春
嶽
）
に
就
任
し
、
将
軍
後
見
職
で
あ
っ
た

一
橋
慶
喜
と
と
も
に
将
軍
家
茂

を
支
え
て
き
た
の
だ
が
、
水
戸
攘
夷
派
が
引
き
起
こ
し
た
天
狗
党
の
乱
鎮
圧
に
反
対
し

（直
克
の
養
父
直
侯
は
水
戸
藩
主
斉
昭
の
八
男
で
、
慶
喜
は
斉
昭
の
七
男
）、
他
の
幕
閣

と
対
立
し
政
治
総
裁
職
を
罷
免
さ
れ
た

（
一
八
六
四
）。 

※ 

利
根
川
の
大
改
修
に
よ
り
前
橋
藩
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
氾
濫
の
危
険
性
が
薄
れ
て
き
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た
。
お
り
し
も
横
浜
開
港
に
伴
い
前
橋
が
発
展
し
、
生
糸
産
業
が
盛
ん
に
な
る
と
輸
出

で
財
を
な
し
た
前
橋
豪
商
を
中
心
と
し
て
川
越
か
ら
前
橋

へ
の
帰
藩
運
動
が
お
こ
っ
た
。

彼
等
は
前
橋
城
再
建
資
金
の
献
金
を
申
し
出
て
、
直
克
が
藩
主
の
と
き
、
武
蔵
川
越
藩

か
ら
前
橋
藩
に
戻
っ
た
。
明
治
維
新
の
前
年
、
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
の
こ
と
で
あ

る
。 

※ 

直
克
の
後
継
は
富
山
藩
十
二
代
藩
主

・
前
田
利
聾

と
し
か
た

の
次
男
、
直
方
。
直
方
の
後
継
は
直

基
系
越
前
松
平
氏
九
代
典
則
の
三
男
、
基
則
。 

※ 

前
橋
藩
最
後
の
藩
主
は
松
平
直
克
。 

 

直
良
系
越
前
松
平
氏
の
系
譜 

 

元
和
九
年

（
一
六
二
三
）
、
長
兄
の
忠
直
が
配
流
処
分
と
な
る
と
北
ノ
庄
藩
は
分
割
さ
れ
、

六
男
の
松
平
直
良

（
一
六
〇
五
～

一
六
七
八
）
に
は
越
前
木
本
藩
二
万
五
千
石
が
与
え
ら
れ
た

（
一
六
二
四
）。
さ
ら
に
大
野
藩
五
万
石
藩
主

・
直
政
が
信
濃
松
本
藩
に
移
封
さ
れ
、
大
野
藩

主
に
勝
山
藩
三
万
石
藩
主

・
直
基
が
就
く
と
勝
山
藩
主
の
直
良
が
就
き
木
本
藩
は
福
居
藩
に
戻

さ
れ
た

（
一
六
三
五
）。
直
基
が
大
野
藩
か
ら
山
形
藩
十
五
万
石
に
加
増
移
封
さ
れ
る
と
、
大

野
藩
主
に
就
い
た

（
一
六
四
四
）。 

 

直
義
系
越
前
松
平
氏
歴
代
藩
主 

直
良

（結
城
秀
康
の
六
男
）
・
・
直な

お

明
あ
き

（直
良
の
三
男
）
・
・
直な

お

常つ
ね

（直
明
の
長
男
）
・
・
直
純

な
お
す
み

（直

常
の
長
男
）
・
・
直な

お

泰ひ
ろ

（直
純
の
長
男
）
・
・
直
之

な
お
ゆ
き

（直
泰
の
長
男
）
・
・
直な

お

周
ち
か

（養
子
。
直
之

の
弟
）
・
・
斉
韶

な
り
つ
ぐ

（直
周
の
次
男
）
・
・
斉
宣

な
り
こ
と

（養
子
。
徳
川
家
斉
二
十
五
男
）
・
・
慶よ

し

憲の
り

（斉

韶
の
長
男
）
・
・
直
致

な
お
む
ね

（慶
憲
の
長
男
）
・
・
直な

お

徳の
り

（慶
憲
の
次
男
） 

 

※
直
明

（
一
六
五
六
～

一
七
二
一
）
の
代
、
大
野
藩
か
ら
播
磨
明
石
藩
六
万
石
に
移
封

（
一
六

八
二
）。
松
平
明
石
藩
の
初
代
と
な
る
。
直
良
系
越
前
松
平
氏
と
し
て
は
二
代
。 

※
斉
韶
に
は
後
継
と
な
る
嫡
男
、
慶
憲
が
い
た
の
だ
が
、
徳
川
十

一
代
将
軍
家い

え

斉な
り

が
自
分
の
二

十
五
男
、
周

ち
か

丸
ま
る

を
無
理
や
り
斉
韶
の
養
嗣
子
に
押
し
込
み
明
石
藩
八
代
藩
主
に
据
え
た
、
斉
宣

（
一
八
二
五
～

一
八
四
四
）
で
あ
る
。
斉
宣
の
就
任
に
よ
り
明
石
藩
は
六
万
石
か
ら
八
万
石
に
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加
増
さ
れ
た
。
（ち
な
み
に
福
井
藩
十
六
代
藩
主
松
平
斉な

り

善さ
わ

は
家
斉
の
二
十
四
男
） 

※
斉
宣
は
二
十
歳
で
夭
折
し
、
嗣
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
慶
憲

（
一
八
二
六
～

一
八
九
七
）
が

九
代
藩
主
と
な
っ
た
。
慶
憲
は
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
隠
居
、
最
後
の
藩
主
と
な
っ
た
。 

 

福
井
藩
越
前
松
平
家
分
家

・
糸
魚
川
越
前
松
平
氏
の
系
譜 

 

越
前
福
居
藩
五
代
藩
主

・
松
平
光
通
と
正
室
国
姫
と
の
間
に
は
二
人
の
娘
が
い
た
が
、
男
子

は
い
な
か
っ
た
。
側
室
御
三
の
方
と
の
間
に
権
蔵

（成
人
し
て
直
堅
を
名
乗
る
。

一
六
五
六
～

一
六
九
七
）
が
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
国
姫
の
父

・
松
平
光
長

（忠
直
の
長
男
、
北
ノ
庄
三

代
藩
主
。
越
後
高
田
藩
藩
主
）
と
祖
母
の
天
崇
院

（勝
姫
。
忠
直
の
正
室
。
二
代
将
軍
秀
忠
の

三
女
）
は
直
堅
が
嗣
子
と
な
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
国
姫
が
男
子
を
産
む
こ
と
を
望

ん
だ
。
だ
が
国
姫
に
男
子
は
誕
生
せ
ず
、
周
囲
の
重
圧
か
ら
国
姫
は
三
十
五
歳
で
自
害
し
た
。

光
長
、
天
崇
院
は
国
姫
自
害
の
原
因
は
直
堅
の
存
在
に
あ
っ
た
と
し
て
憎
み
、
殺
害
を
目
論
ん

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
身
に
危
険
を
感
じ
た
直
堅
は
城
下
を
出
奔
し
松
平
直
良

（大
野
藩
主
）

の
江
戸
藩
邸
に
逃
れ
た

（
一
六
七
三
）。 

彼
が
直
良
を
頼
っ
た
理
由
は
、
直
堅
の
母
・御
三
の
方
は
信
濃
国
伊
那
の
名
門
片
桐
氏
の
出
で
、

直
良
の
外
祖
父
津
田
信の

ぶ

益ま
す

は
片
桐
且か

つ

元
も
と

（賤
ヶ

し

ず

が

岳た
け

七
本
槍
の
一
人
）
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
縁
で
信
益
が
口
添
え
し
て
御
三
の
方
は
直
良
の
母
・奈
和

な

わ

（信
益
の
娘
）
に
仕
え
、

そ
の
後
光
通
の
側
室
と
な
っ
た
経
緯
か
ら
で
あ
る
。
直
良
は
本
家
福
居
藩
後
継
に
口
出
し
す
る

天
崇
院
、
光
長
を
不
愉
快
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
堅
を
江
戸
藩
邸
に
匿
っ
た
。
さ
ら

に
四
代
将
軍
家
綱
に
お
目
見
え
さ
せ
た
。
直
堅
は
幕
府
か
ら
賄
料

一
万
俵

（四
千
石
）
江
戸
定

府
諸
侯

（江
戸
に
常
駐
し
て
参
勤
交
代
を
免
除
さ
れ
る
大
名
）
に
名
を
連
ね
た

（
一
六
七
五
）。

さ
ら
に
赤
坂
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ

（
一
六
七
七
）
、
大
名
に
準
ず
る
処
遇
を
得
た
の
で
あ
る
。

福
居
藩
越
前
松
平
家
分
家
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
直
良
の
計は

か

ら
い
で
あ
っ
た
。

直
堅
の
死
後
、
家
督
は
嫡
男
直な

お

知と
も

が
継
い
だ
が
直
知
は
二
十

一
歳
で
夭
折
し
、
実
子
が
い
な
か

っ
た
た
め
、
妹
亀
姫
の
婿
養
子
で
あ
っ
た
直
之

な
お
ゆ
き

が
継
い
だ
。
享
保
二
年

（
一
七

一
七
）
、
直
之

は
糸
魚
川

一
万
石
の
藩
主
に
任
じ
ら
れ
た
。 

 

※
再
確
認 

北
ノ
庄
藩
が
福
居
藩
に
改
称
さ
れ
た
の
は
忠
昌
が
藩
主
と
な
っ
た

一
六
二
三
年

以
降
。
福
居
藩
が
福
井
藩
に
改
称
さ
れ
た
の
は
吉
品
が
藩
主
と
し
て
復
帰
し
た

一
六
八
六
年
以
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降
。 

糸
魚
川
松
平
家
系
図 

直
堅

（福
居
藩
代
藩
主

・
松
平
光
通
の
庶
子
）
・
・
直
知

（直
堅
の
長
男
）
・
・
直
之

（養
子
。

広
瀬
藩
二
代
藩
主

・
松
平
近
時

ち
か
と
き

の
三
男
）
・
・
直な

お

好よ
し

（養
子
。
伊
勢
長
島
藩
初
代
藩
主

・
松
平
康や

す

尚な
お

の
五
男
）
・
・
堅
房

か
た
ふ
さ

（直
好
の
四
男
）
・
・
直
紹

な
お
つ
ぐ

（堅
房
の
七
男
）
・
・
直な

お

益ま
す

（直
紹
の
長
男
）
・
・

直な
お

春は
る

（直
益
の
次
男
）
・
・
直な

お

廉き
よ

（直
春
の
四
男
）
・
・
直な

お

静や
す

（直
春
の
養
子
。
明
石
藩
七
代
藩

主

・
松
平
斉
韶

な
り
つ
ぐ

の
七
男
） 

※
直
知
が
二
十

一
歳
で
夭
折
し
、
実
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
直
堅
の
娘
亀
姫
の
婿
養
子
と
な
っ

て
い
た
直
之

（広
瀬
藩
二
代
藩
主
松
平
近
時

ち
か
と
き

の
三
男
）
直
之
が
後
継
と
な
っ
た
。 

※
直
之
も
実
子
が
い
な
い
ま
ま
死
去

（享
年
三
十
七
歳
）。
伊
勢
長
島
藩
初
代
藩
主
松
平
康
尚

の
定
員

さ
だ
か
ず

を
養
子
と
し
て
迎
え
後
継
ぎ
と
し
た
、
直
好
で
あ
る
。 

※
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
、
福
井
藩
十
七
代
藩
主
松
平
慶よ

し

永な
が

（春
嶽
）
が
大
老
伊
井
直
弼
に

よ
り
隠
居
謹
慎
を
命
じ
ら
れ

（慶
永
三
十
歳
）
当
時
、
慶
永
に
世
継
ぎ
と
な
る
男
子
が
お
ら
ず
、

糸
魚
川
松
平
藩
の
直
廉
を
養
子
に
し
て
福
井
は
十
八
代
藩
主
と
し
た
。

一
方
、
糸
魚
川
藩
で
は

明
石
藩
七
代
藩
主
松
平
斉
韶
の
七
男
、
直
静
を
先
代
直
春
の
養
子
と
し
て
糸
魚
川
藩
を
継
が
せ

た
。
直
静
が
糸
魚
川
藩
最
後
の
藩
主
で
あ
る
。 

※
福
居

（福
井
）
藩
松
平
分
家
の
初
代
は
松
平
直
堅
、
糸
魚
川
松
平
氏
の
初
代
は
松
平
直
之
。 

 

光
長
系
越
前
松
平
氏
の
系
譜

（津
山
藩
） 

 

越
後
高
田
騒
動
に
よ
り
藩
は
改
易
、
藩
主
松
平
光
長

（忠
直
の
嫡
男
）
は
伊
予

い

よ

松
山
藩

（愛

媛
県
松
山
市
）
配
流
、
養
嗣
子
松
平
綱つ

な

国
く
に

（旧
姓
永
見

な

が

み

市い
ち

正
ま
さ

。
忠
直
の
孫
。
光
長
の
甥
）
は
備び

ん

後ご

福
山
藩

（広
島
県
福
山
市
）
配
流
な
っ
た

（
一
六
八

一
）。
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）
、
光
長
、

綱
国
は
許
さ
れ
、
合
力
米

（賄
米
）
と
し
て
三
万
俵

（
一
万
二
千
石
）
を
与
え
ら
れ
諸
侯

（大

名
格
）
に
復
帰
し
た
。
だ
が
光
長
は
綱
国
を
廃
嫡
と
し
た

（
一
六
九
三
）。
両
者
の
関
係
が
破

綻
し
た
の
で
あ
る
。
光
長
は
叔
父
の
白
河
藩
主
松
平
直
矩

な
お
の
り

（忠
直
の
弟
）
の
三
男
長
矩

な
が
の
り

（後
に
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宣の
ぶ

富と
み

と
改
名
）
を
養
嗣
子
と
し
た
。
光
長
が
隠
居
し
た

（
一
六
九
七
）
翌
年
、
元
禄
十

一
年

（
一

六
九
八
）、
長
矩
に
美
作

び
ま
さ
か

津つ

山
や
ま

藩
十
万
石
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
綱
国
も
美
作
に
移
っ
た
。

資
料
に
よ
れ
ば
綱
国
に
は
嫡
男
国

く
に

近
ち
か

が
お
り
、
彼
は
津
山
藩
家
老

・
安
藤
靱
負
之

ゆ

き

の

常す
け

の
養
子
と

な
り
名
を
安
藤
国
近

（主と
の

殿も

と
も
称
し
た
）
と
あ
ら
た
め
、
家
老
職
を
継
い
だ
。
子
孫
は
安
藤

姓
を
永
見
姓
に
戻
し
、
代
々
津
山
藩
家
老
職
を
務
め
た
の
だ
が
、
明
治
に
入
る
と
松
平
姓
に
復

し
て
い
る
。 

※
前
述
越
後
高
田
藩
の
系
譜
で
長
矩
と
綱
国
の
関
係
を
記
述
。 

 

津
山
松
平
家
系
図 

 

光
長

（松
平
忠
直
の
嫡
男
）
・
・
宣
富

（養
子
。
松
平
直
矩
の
三
男
）
・
・
浅
五
郎

あ
さ
ご
ろ
う

（宣
富
の
長

男
）
・
・
長

熙

な
が
う
ひ
ろ

（養
子
。
宣
富
の
弟

・
松
平
知ち

か

清き
よ

の
三
男
）
・
・
長
孝

な
が
た
か

（養
子
。
広
瀬
藩
三
代

藩
主

・
松
平
知ち

か

朝と
も

の
三
男
）
・
・
康や

す

哉ち
か

（長
孝
の
長
男
）
・
・
康
乂

や
す
は
る

（康
哉
の
次
男
）
・
・
斉な

り

孝た
か

（康

乂
の
弟
）
・
・
斉な

り

民
た
み

（養
子
。
将
軍
家い

え

斉な
り

の
十
四
男
）
・
・
慶
倫

よ
し
と
も

（養
子
。
斉
孝
の
三
男
）
・
・
康
倫

や
す
と
も

（弟
。
斉
民
の
四
男
） 

 

※
浅
五
郎

（幼
名
）
は
十

一
歳
で
夭
折
。
宣
富
に
は
浅
五
郎
以
外
の
男
子
が
お
ら
ず
、
急
遽
、

弟

・
松
平
知
清

（松
平
直
矩
の
四
男
）
の
三
男
長
熙
が
継
い
だ
。
本
来
な
ら
藩
主
が
嗣
子
を
立

て
ず
に
死
去
し
た
場
合
、
改
易
に
な
る
の
だ
が

（末
期

ま

つ
ご

養
子

よ

う

し

の
禁
止
）
御
家
門

（徳
川

一
門
）

と
い
う
こ
と
で
特
例
が
認
め
ら
れ
た
。
但
し
十
万
石
か
ら
五
万
石
に
減
封
さ
れ
た
。 

※
末
期
養
子 

武
家
の
当
主
が
後
継
ぎ
が
い
な
い
ま
ま
死
に
瀕
し
た
場
合
、
家
の
断
絶
を
防
ぐ

た
め
緊
急
に
縁
組
さ
れ
た
養
子
。 

※
長
熙
も
十
六
歳
で
夭
折
。
広
瀬
藩
三
代
藩
主
松
平
近

ち
か

朝と
も

の
次
男

・
長
孝
が
養
子
と
な
り
継
い

だ
。 

※
康
乂
は
二
十
歳
で
夭
折
し
、
弟
の
斉
孝
が
継
い
だ
。
斉
孝
三
十
歳
当
時
、
嫡
男
が
い
な
か
っ

た
た
め
、
十

一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
十
四
男
を
養
嗣
子
に
迎
え
た
家
督
を
譲
っ
た
。
斉
民

（
一
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八

一
四
～

一
八
九

一
）
で
あ
る
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
津
山
藩
は
五
万
石
か
ら
十
万
石
に
復
し

た
の
で
あ
る
。 

※
斉
民
が
藩
主
で
あ
っ
た
の
は
天
保
二
年
か
ら
安
政
二
年
ま
で

（
一
八
三

一
～

一
八
五
五
。 

十
八
歳
～
四
十
二
歳
）。
財
政
再
建
と
人
材
育
成
に
努
め
た
名
君
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
彼
の

真
骨
頂
は
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
、
家
督
を
養
子
の
松
平
慶
倫

よ
し
と
も

に
譲
っ
て
隠
居
し
て
か
ら
で

あ
る
。
幕
末
、
津
山
藩
は
勤
皇

・
佐
幕
で
揺
れ
た
。
藩
主
慶
倫
は
長
州
藩
の
京
都
追
放

（八
月

十
八
日
の
政
変
。

一
八
六
三
）
以
後
、
尊
王
攘
夷
派
を
藩
内
か
ら
追
放
し
た
。
だ
が
斉
民
は
時

勢
の
変
化
を
読
み
、
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
津
山
藩
を
勤
皇
派
に
転
換
さ
せ
た
。
維
新
後
、

彼
は
天
璋
院

て
ん
し
ょ
う
い
ん

（篤あ

つ

姫ひ
め

）
と
図
っ
て
徳
川
宗
家
の
存
続
に
心
を
砕
き
、
徳
川
宗
家
当
主
に
田
安
亀

之
助

（徳
川
家い

え

達さ
と

）
が
五
歳
で
就
く
と
斉
民
が
後
見
役
と
な
り
、
天
璋
院
と
と
も
に
亀
之
助
を

養
育
し
た
。
彼
の
律
儀
さ
は
明
治
政
府
、
徳
川

一
門
か
ら
も
信
頼
が
厚
く
、
徳
川

一
門
に
あ
っ

て
長
老
的
存
在
で
あ
っ
た
。 

※
津
山
藩
最
後
の
藩
主
慶
倫
は
家
督
を
斉
民
の
三
男
康
倫
に
譲
り
死
去
。 

 

後
記 

 

結
城
秀
康
は
六
男
二
女
が
い
た
。
そ
の
う
ち
四
男
吉
松
は
早
世
し
た
。
長
男
忠
直
は
豊
後
に
配

流
さ
れ
、
嫡
男
光
長
は
北
ノ
庄
藩
か
ら
越
後
高
田
藩
に
国
替
え
と
な
り
、
お
家
騒
動
で
改
易
と

な
っ
た
。
後
に
許
さ
れ
三
万
俵

（
一
万
二
千
石
）
を
与
え
ら
れ
諸
侯

（大
名
）
と
し
て
処
遇
さ

れ
た
。
た
だ
お
家
騒
動
の
原
因
と
な
っ
た
忠
直
の
妾
腹
の
次
男
、
永
見
長
良
は
八
丈
島
に
流
罪

と
な
り
飢
死
。
同
じ
く
娘
、
関
の
子
で
あ
る
小
栗
大
六
は
切
腹
と
な
っ
た
。
こ
の
二
人
を
除
い

て
秀
康
の
末
裔
は
立
藩
し
、
明
治
維
新
の
廃
藩
置
県
ま
で
大
名
と
し
て
存
続
し
た
。
次
男
忠
昌

の
末
裔
は
福
居

（福
井
）
藩
、
三
男
、
直
政
は
直
正
系
越
前
松
平
氏

（松
江
藩
。
広
瀬
藩
、
母

里
藩
）。
五
男
、
直
基
は
直
基
系
越
前
松
平
氏

（川
越
、
前
橋
藩
）。
六
男
、
直
良
は
直
良
系
越

前
松
平
氏

（明
石
藩
）。
改
易
後
、
光
長
の
養
嗣
子
宣
富
が
津
山
藩
。
福
居
藩
五
代
藩
主
松
平

光
通
の
庶
子
、
直
堅
は
糸
魚
川
藩
の
祖
と
な
っ
た
。
今
回
秀
康
末
裔
の
男
系
を
取
り
上
げ
た
が
、

秀
康
の
次
女

（長
女
は
早
世
）
、
喜き

佐さ

姫ひ
め

が
長
州
藩
初
代
藩
主
毛
利
秀
就

ひ
で
な
り

の
正
室
と
な
り
、
そ

の
子
、
綱つ

な

広ひ
ろ

は
長
州
藩
二
代
藩
主
と
な
っ
た
よ
う
に
、
女
系
か
ら
も
多
く
の
系
統
が
存
在
す
る
。

そ
れ
も
又
興
味
深
い
の
だ
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
と
り
あ
げ
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

了
。 
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